
木津川市公告第１号 

 

市有財産（土地）売払いの一般競争入札を下記のとおり実施するので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定に基づき公告し

ます。 

 

令和８年１月５日 

 

木津川市長  谷口 雄一       

 

記 

 

１ 入札に付する事項 

市有財産（土地）売払いの所在地 

   （１）木津川市木津川原田３４番１３ 

 

２ 売払い概要 

物件番号７０２  木津川市木津川原田３４番１３ 

地目 宅地  面積 １,５７１．２３㎡ 

 

３ 最低売払価格 

   （１）木津川市木津川原田３４番１３       １２２，３３４，０００円 

 

４ 契約条項を示す場所等 

（１）契約条件を示す場所、入札説明書の交付場所並びに契約に関する事

務を担当する組織の名称、所在地等 

〒６１９－０２８６   京都府木津川市木津南垣外１１０番地９ 

木津川市総務部財政課管財係 



電話番号 （０７７４）－７５－１２０２（直通） 

（０７７４）－７２－０５０１（代表） 

（２）入札説明書等の配布期間等 

ア 配布期間  令和８年１月６日（火）から令和８年２月２０日（金） まで。

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日」

という。）を除く午前９時から正午と午後１時から午後５時

までとする。 

イ 入手方法 

（ⅰ）京都府木津川市ホームページのトップページ｢市有財産売払情

報｣からダウンロードすること。 

（ⅱ）窓口配布を希望する場合は、事前に連絡の上、（１）の場所で受

領すること。 

ウ 費用  無償 

 

５ 入札に参加する者に必要な資格 

入札に参加を希望する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していないもの及び同条第２項各号のいずれかに該当し、３年を経過してい

ないものではない者 

（２） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有

財産に関する事務に従事する本市職員ではない者 

（３） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号。以下「風俗営業法」という。）第２条第１項各号に規定する風俗営業、

同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用に

供しない者 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団その他反



社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良

俗に反する用に供しない者 

（５） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律

第１４７号）第５条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者でな

い者 

（６） 市税等を滞納していない者 

（７） 一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）等を指

定した期日までに提出した者 

（８） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て

をした者にあっては更正計画の認可がされていないもの又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては

再生計画の認可がなされていないものではないこと。 

 

６ 入札参加資格の確認 

入札に参加を希望する者は、入札説明書において示す確認申請書及び一

般競争入札参加資格確認資料（以下｢資格確認資料｣という。）を次のとおり提

出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それ

に応じなければならない。 

（１）提出期間 

令和８年１月６日（火）から令和８年２月６日（金）午後５時まで（必着）。 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から正午と午後１時から 

午後５時までとする。 

 

（２）提出方法 

４（１）の場所に郵送若しくは持参すること。 

郵便の種類は、簡易書留郵便等の配達記録が残る方法に限る。 

（３）確認通知 



入札参加資格の確認については、別途通知する。 

（４）その他 

確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、提出者の負

担とし、提出された書類は返却しない。 

 

７ 入札の手続き等 

（１）入札書の提出期限・開札の日時等 

ア 提出期限    令和８年２月２０日（金）午後５時まで（必着） 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から

正午と午後１時から午後５時までとする。 

イ 提出方法    ４（１）の場所に郵送若しくは持参すること。 

郵便の種類は、簡易書留郵便等の配達記録が残る方

法に限る。 

ウ 開札日時    令和８年２月２６日（木） 

・物件番号７０２ 午前１０時１５分から 

エ 開札場所    木津川市役所 ４階 会議室４－３ 

（２）入札書に記載する金額 

入札書に記載する金額は、千円止めとする。 

（３）入札の無効 

次のいずれかに該当する者の行った入札は、無効とする。 

ア  入札に参加する資格のない者 

イ  同一人にして、同じ入札に２以上の入札をした者 

ウ  入札に関し連合等の不正行為をした者 

エ  金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字誤脱、若しくは不明な入札書

又は金額を訂正した入札書で入札した者 

オ  入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者 

カ  事前公表した最低売払価格に達しない金額で入札した者 

キ  入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が不足す



る者 

ク  代理人による入札の提出において、委任状を提出しない者 

ケ  所定の入札書以外で入札した者 

コ  入札参加者資格がある旨確認された者であっても、開札時点におい

て ５ に掲げる資格のない者の行った入札 

サ  入札参加資格の確認を受けていない者 

シ  確認申請書及び提出書類について虚偽の申請をした者 

ス  提出期限までに入札関係書類が到達しない者 

セ  前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反する等入札を妨害した 

  者 

（４）落札者の決定方法 

最低売払価格以上で最高の価格により入札した者を落札者とする。 

（５）契約書作成の要否 

要する。 

 

８ 入札保証金 

入札参加者は、別途市有財産（土地）売払いに伴う一般競争入札参加資格

の確認通知で定める日（令和８年２月２０日（金））までに最低売払価格の１００分

の５に相当する額を現金により納入しなければならない。 

第１項の契約保証金に利子は付さない。 

 

９ 契約保証金 

落札者は、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に、納入しなければならない。 

 

１０ 契約手続 

落札者は、落札決定通知書で指定した日までに、契約書を作成すること。 

 



１１ 売買代金の納付 

契約締結日から３０日以内に売買代金を納付すること。 

 

１２ 所有権の移転手続 

（１）売払財産の所有権は、落札者が売買代金を完納したときに移転するもの

とする。 

（２）売買代金の納付を確認後、落札者の請求により売払財産の所有権移転

登記手続を行う。 

（３）所有権移転登記手続きは、市が行うものとする。 

（４）売払財産は、所有権の移転と同時に現状有姿のまま引き渡すものとする。 

（５）登録免許税等、所有権移転に要する一切の費用は、落札者の負担とす 

る。 

 

１３ 用途等の制限 

落札者は、買い受けた売払財産を次の各号の用途に供してはならない。 

  （１）風俗営業法第２条第１項各号に規定する風俗営業及び同条第５項に規定

する性風俗関連特殊営業その他これに類する用途 

（２）暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそ

れらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条の規定によ

る観察処分を受けた団体及びその関係者が使用する用途 

（４）前各号のほか公序良俗に違反する用途又は公共の福祉に反する用途 

 

１４ 実地調査等 

（１）１３各号の規定に関し必要があると認めるときは、落札者に対し、売払財産

を調査し、又は参考となるべき資料の提出若しくは報告を求めることができ

る。 

（２）必要があると認めるときは、売払財産の利用状況等について報告を求める



ものとする。 

（３）落札者は、正当な理由なく前２号に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は資料の提出若しくは報告を怠ってはならない。 

 

１５ 違約金 

１３各号に違反した場合は、売買代金の１００分の３０に相当する金額を違

約金として、市に支払うものとする。 

 

１６ 費用の負担 

契約書に貼付する収入印紙、契約の締結及び履行に関して必要な費用、

所有権移転登記に必要な登録免許税等、所有権移転後に生じた公租公課

等は落札者の負担とする。 

 

１７ その他 

（１）１から１６までに定めるもののほか、木津川市契約事務規則（平成１９年木

津川市規則４４号）の定めるところによる。 

（２）入札前の談合情報等により、入札が公平に行われないと認められるとき、

又は、災害その他のやむえない理由があるときは、入札の中止あるいは、期

日を延期することがある。 

（３）詳細は、入札説明書による。 


